
 
設立のお知らせ 

～産業保健に関する問題の未然防止と適正解決を図るため 

「日本産業保健法学会」が発足しました～ 

いま産業保健の現場を悩ませているのは、主にメンタルヘルス不調＋生活習慣病などの働き方・生き方に深

く関わる課題です。 

こうした課題の解決は、個々の専門分野のみでは難しく、現場、個人と組織を見据えた学際的な対応が求め

られます。そして産業保健分野では、１）法が領域をリードしている（法が産業保健業務の標準を提供してい

る）こと、２）法的紛争が起きやすいことから、「法」が重要な意味を持ちます。 

しかし、ただ「法」に使われていては、現場問題の解決は果たされません。「法」の専門性を高め、積極的

に使う技術と発想を磨く必要があります。更には、「法」の創造まで歩みを進め、納得いく職業生活を送る

人々を 1 人でも増やすことが、この学会の取組の最終目的です。 

学会発足と同時に、認定資格制度（資格名：産業保健法務主任者/メンタルヘルス法務主任者）も発足しま

す。法務を中心に、関連分野の実践的な知識を総合的に学び、現場問題解決力を身に付けた会員に付与される

資格です。産業保健に関わる多くの方が学び、資格取得に挑戦されることを期待しています。 

設立・入会受付について 

設立日 2020年 11月 1日 

公式ウェブサイト https://jaohl.jp/ 

入会受付 設立日(11月 1日)から会員募集を開始ししています。詳細はウェブサイトをご覧ください。 

ウェブサイトからの申し込みが可能です。 

第 1回学術大会の開催予定 

開催予定日 2021年 9月 23日（祝・木）～9月 24日（金） 

9月 25日（土）には研修会開催予定 

概要 統一テーマ：法知識を踏まえた問題解決を考える 

大会長   近畿大学法学部教授 三柴 丈典 
副大会長 自治医科大学名誉教授 香山 不二雄 
事務局長 桜美林大学リベラルアーツ学群教授 種市 康太郎 

セッション例 ・神奈川 SR経営労務センター事件の教訓～性格による復職拒否を考える～ 
・弁護士と医師によるディベート～職場に適応できない企業内弁護士の復職の可否～ 
・モバイルワークの健康管理政策と法～お節介か時代の要請か～ 
・化学物質管理の法政策～アスベスト訴訟、胆管がん問題を踏まえて～ 
・社会保険受給者の復職支援と給付の打ち切り～精神障害者を念頭に 
・諸外国のハラスメント規制とその後～規制は所期目的を果たしたか、等々 

認定単位について 本大会参加により認定資格単位が取得可能 

https://jaohl.jp/


認定資格：産業保健法務主任者（メンタルヘルス法務主任者） 

認定資格の種類 2種類の資格があります。 

①産業保健法務主任者（メンタルヘルス法務主任者）：標準的な資格 

②上級産業保健法務主任者（上級メンタルヘルス法務主任者）：講師レベルの資格 

認定制度概要 当学会の認定単位が付与される研修会や学術大会に参加し、必要単位を取得の上、所定の試験を
合格した学会員に資格が付与されます。 

認定制度詳細は、ウェブサイトの「認定資格」ページをご覧ください。 

資格取得までの流れ 

 

研修会 

2021年研修会予定 2021年 3月 6日、9月 25日（第 1回大会翌日）に研修会を予定 

開催詳細 学会ウェブサイト、学会員にはメールでも告知予定 

認定単位について 研修会参加により認定資格単位が取得可能（1時間 1単位） 
 

 

■日本産業保健法学会ウェブサイト：問合せ先、資格制度や各種研修会、大会の詳細はこちらを

ご覧ください。 

 https://jaohl.jp/ 
 
■日本産業保健法学会 Facebook グループ：多職種間での交流を目的としたグループです。 

 https://www.facebook.com/groups/230481574629993/ 

https://jaohl.jp/
https://www.facebook.com/groups/230481574629993/
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